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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機体を構成する部材に配設され、電気機器からのハーネスが接続されるハーネス接続端
子が複数配設された電気部品を備えた遊技機のハーネス配設構造であって、
　前記ハーネス接続端子は、前記電気部品の板面から突出すると共に、互いに隣接して相
対する位置関係で組をなすように配設され、
　前記組をなす両ハーネス接続端子の間に画成された空間に、別のハーネスを通して配線
するよう構成された
ことを特徴とする遊技機のハーネス配設構造。
【請求項２】
　前記組をなす両ハーネス接続端子の少なくとも一方に接続されたハーネスは、他方の該
ハーネス接続端子の配設側に屈曲するよう構成され、
　前記両ハーネス接続端子に接続された前記各ハーネスにより、前記別のハーネスが前記
空間内に保持されるよう構成した請求項１記載の遊技機のハーネス配設構造。
【請求項３】
　前記電気部品の板面には、前記組をなすハーネス接続端子が複数組並んで配設され、
　前記別のハーネスは、２つ以上の組をなすハーネス接続端子間の各空間に通して配線さ
れる請求項１または２記載の遊技機のハーネス配設構造。
【請求項４】
　前記別のハーネスは、前記電気部品とは異なる第２の電気部品に長さ方向の一端が接続
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されると共に、該電気部品および第２の電気部品とは異なる第３の電気部品に長さ方向の
他端が接続され、
　前記電気部品は、前記別のハーネスにおける前記一端と前記第２の電気部品との接続位
置および前記他端と前記第３の電気部品の接続位置を結ぶ直線に対し、前記板面が前記ハ
ーネス接続端子の突出側へずれて位置するよう前記部材に配設され、
　前記別のハーネスにおける前記空間を通る部分が、前記板面側に引き寄せられるよう構
成した請求項１～３の何れか一項に記載の遊技機のハーネス配設構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機体を構成する部材に配設され、電気部品からのハーネスが接続されるハー
ネス接続端子が複数配設された電気部品を備えた遊技機のハーネス配設構造に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等に代表される遊技機の機体は、外枠に組み付けられる中枠と、裏側に設置
部材が配設されて前記中枠に取り付けられる遊技盤と、前記中枠の前側に組み付けられる
前枠等を備えている。前記中枠の前側には打球発射装置やスピーカ等が配設され、前記遊
技盤の前側には始動入賞装置や特別入賞装置等が配設され、前記設置部材の前側には可動
演出装置や照明装置等が配設されると共に、前記前枠の前側には照明装置等が配設される
。前記打球発射装置、スピーカ、始動入賞装置、特別入賞装置、可動演出装置および照明
装置は、機体の裏側に配設された主制御装置等の制御側電気機器により制御される被制御
側電気機器である。これら制御側電気機器と被制御側電気機器とは、例えば前記設置部材
の裏側等に配設された中継基板を介して電気的に接続されている。すなわち、中継基板は
複数のハーネス接続端子を備え、制御側電気機器からのハーネスおよび被制御側電気機器
からのハーネスを所定のハーネス接続端子に接続することで制御側電気機器と被制御側電
気機器との電気的な接続が図られ、制御側電気機器による被制御側電気機器の制御が可能
となる。
【０００３】
　図１１は、遊技盤Ｄの裏側に配設された前記設置部材８０の一例を示す背面図である。
この設置部材８０では、遊技盤Ｄの前側に臨む該設置部材８０の前側８０Ａには、複数の
可動演出装置や照明装置等の被制御側電気機器が配設され、該設置部材８０における後側
８０Ｂの下部には、３個の中継基板９０,９１,９２が横並びに配設されている。前記可動
演出装置や照明装置等に接続されたハーネス９３は、設置部材８０の左側部や右側部等か
ら後側８０Ｂへ引き出された後に、該設置部材８０の後側８０Ｂを各中継基板９０,９１,
９２に向けて配線され、決められた中継基板９０,９１,９２のハーネス接続端子に接続さ
れる。なお、設置部材８０の後側には複数のハーネス保持片８４,８５が設けられ、各ハ
ーネス９３は、該ハーネス保持片８４,８５に引っ掛けることで設置部材８０に掛止保持
される。このようなハーネス配設構造は、特許文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７－３２３１３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、図１１に示す従来のハーネス配設態様では、設置部材８０の右部(遊技盤Ｄ
の前側から見て)から裏側へ引き出されて左側の中継基板９１に接続されるハーネス９３
Ａ(図１１に一点鎖線で表示)は、右側の中継基板９０および中央の中継基板９２を回避す
るため、これら中継基板９０,９２の上方において水平に延在するリブ８６と該中継基板
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９０,９２の上縁との間に形成されたハーネス保持片８５に掛止保持して配線される。ま
た、設置部材８０の左側下部から裏側へ引き出されて右側の中継基板９０に接続されるハ
ーネス９３Ｂ(図１１に破線で表示)は、左側の中継基板９１および中央の中継基板９２を
回避するため、これら中継基板９１,９２の上方に形成された前記ハーネス保持片８５に
掛止保持して配線される。しかしながら、前記各ハーネス保持片８５は、前記リブ８６と
各中継基板９０,９１,９２と間の狭い部分に形成されているため、該ハーネス保持片８５
に対する前記ハーネス９３Ａ,９３Ｂの掛止作業を行ない難く、設置部材８０の組立作業
者の負担が増える問題がある。また、多くの前記ハーネス保持片８４,８５を備えた設置
部材８０は、該設置部材８０をインジェクション成形する成形型の型構造が複雑となり、
該ハーネス保持片８４,８５の数が多いほど該成形型の設備費用が高額となって設置部材
８０の製造コストが嵩む問題がある。
【０００６】
　また、前記ハーネス９３Ａを、右側の中継基板９０および中央の中継基板９２の裏面と
設置部材８０との間を通し、前記ハーネス９３Ｂを、左側の中継基板９１および中央の中
継基板９２の裏面と設置部材８０との間を通すようにする配設態様もある。しかしながら
、このようなハーネス配設態様では、前記ハーネス９３Ａ,９３Ｂを設置部材８０に予め
配線したもとで、各中継基板９０,９１,９２を該設置部材８０に取り付けるため、該中継
基板９０,９１,９２と該設置部材８０とでハーネス９３Ａ,９３Ｂを噛み込んで、該ハー
ネス９３Ａ,９３Ｂを断線させるおそれがある。また、各中継基板９０,９１,９２と設置
部材８０との間において、ハーネス９３Ａ,９３Ｂが適切に保持されない問題もある。
【０００７】
　そこで本発明は、前述した課題を解決するために案出されたものであって、ハーネスの
配設作業の簡易化を図ると共に、該ハーネスを適切に保持し得るようにした遊技機のハー
ネス配設構造を提供することを目的とする。
【０００８】
　前記課題を解決するために、本願の請求項１に記載の発明では、
　機体を構成する部材(40)に配設され、電気機器(46,47,48,100,101)からのハーネス(WH1
～WH10)が接続されるハーネス接続端子(62A～62N)が複数配設された電気部品(62)を備え
た遊技機のハーネス配設構造であって、
　前記ハーネス接続端子(62A～62N)は、前記電気部品(62)の板面(63)から突出すると共に
、互いに隣接して相対する位置関係で組をなすように配設され、
　前記組をなす両ハーネス接続端子(62A,62B/62C,62D/62E,62F/62G,62H/62I,62J/62K,62L
/62M,62N)の間に画成された空間(SP)に、別のハーネス(WH12,WH14)を通して配線するよう
構成されたことを要旨とする。
【０００９】
　従って、請求項１に係る発明によれば、電気部品に設けられたハーネス接続端子が、該
電気部品の板面から突出すると共に相対する位置関係で組をなしているので、両ハーネス
接続端子に接続されるハーネスとは別のハーネスは、該両ハーネス接続端子の間に画成さ
れた空間に通して配線することで該ハーネス接続端子により適切に保持される。また、組
をなす両ハーネス接続端子の間に空間に別のハーネスを通すだけなので、該別のハーネス
の配線作業を簡易に行なうことができる。
【００１０】
　請求項２に記載の発明では、
　前記組をなす両ハーネス接続端子(62A,62B/62C,62D/62E,62F/62G,62H/62I,62J/62K,62L
/62M,62N)の少なくとも一方に接続されたハーネス(WH1～WH10)は、他方の該ハーネス接続
端子の配設側に屈曲するよう構成され、
　前記両ハーネス接続端子(62A,62B/62C,62D/62E,62F/62G,62H/62I,62J/62K,62L/62M,62N
)に接続された前記各ハーネス(WH1～WH10)により、前記別のハーネス(WH12,WH14)が前記
空間(SP)内に保持されるよう構成したことを要旨とする。
　従って、請求項２に係る発明によれば、組をなす両ハーネス接続端子の間の空間に通し
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た別のハーネスを、両ハーネス接続端子の少なくとも一方に接続されたハーネスにより、
空間から離脱することなく該空間内に適切に保持することができる。
【００１１】
　請求項３に記載の発明では、
　前記電気部品(62)の板面(63)には、前記組をなすハーネス接続端子(62A,62B/62C,62D/6
2E,62F/62G,62H/62I,62J/62K,62L/62M,62N)が複数組並んで配設され、
　前記別のハーネス(WH12,WH14)は、２つ以上の組をなすハーネス接続端子(62A,62B/62C,
62D/62E,62F/62G,62H/62I,62J/62K,62L/62M,62N)間の各空間(SP)に通して配線されること
を要旨とする。
　従って、請求項３に係る発明によれば、別のハーネスが複数組の各ハーネス接続端子の
間の空間を通して配線されるので、該別のハーネスにおける長さ方向の幅広い部分を、前
記各ハーネス接続端子で適切に保持することができる。
【００１２】
　請求項４に記載の発明では、
　前記別のハーネス(WH12,WH14)は、前記電気部品(62)とは異なる第２の電気部品(S2,S4)
に長さ方向の一端が接続されると共に、該電気部品(62)および第２の電気部品(S2,S4)と
は異なる第３の電気部品(61)に長さ方向の他端が接続され、
　前記電気部品(62)は、前記別のハーネス(WH12,WH14)における前記一端と前記第２の電
気部品(S2,S4)との接続位置および前記他端と前記第３の電気部品(61)の接続位置を結ぶ
直線(SL)に対し、前記板面(63)が前記ハーネス接続端子(62A,62B/62C,62D/62E,62F/62G,6
2H/62I,62J/62K,62L/62M,62N)の突出側へずれて位置するよう前記部材(40)に配設され、
　前記別のハーネス(WH12,WH14)における前記空間(SP)を通る部分が、前記板面(63)側に
引き寄せられるよう構成したことを要旨とする。
　従って、請求項４に係る発明によれば、第２の電気部品および第３の電気部品に一端お
よび他端が夫々接続された別のハーネスにおける両ハーネス接続端子の間の空間を通る部
分が、両ハーネス接続端子が配設された電気部品の板面に引き寄せられるから、該別のハ
ーネスを両ハーネス接続端子で適切に保持することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本願発明に係る遊技機のハーネス配設構造によれば、ハーネスの配設作業の簡易化が図
られると共に、該ハーネスを適切に保持することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例のパチンコ機の正面図である。
【図２】実施例のパチンコ機の背面図である。
【図３】実施例のパチンコ機を、前枠を開放した状態で示す斜視図であって、遊技盤の遊
技領域に配設された部材を省略してある。
【図４】第２可動演出装置および第３可動演出装置が作動した状態における実施例の遊技
盤の正面図である。
【図５】実施例のハーネス配設構造を実施した設置部材を備えた遊技盤の背面図である。
【図６】第２中継基板保持部に保持した第２中継基板を示す拡大図である。
【図７】図６のVII-VII線で破断した概略断面図である。
【図８】図６のVIII-VIII線で破断した概略断面図である。
【図９】図５のIX-IX線で断面した概略断面図である。
【図１０】変更例に係るハーネス配設構造を示す説明図である。
【図１１】従来のハーネス配設構造を実施した設置部材を、遊技盤の後面に配設した状態
で示す背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、本発明に係る遊技機のハーネス配設構造につき、好適な実施例を挙げて、添付図
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面を参照しながら、以下詳細に説明する。なお実施例では、遊技機として、パチンコ球を
遊技媒体として使用する一般的なパチンコ機を例にして説明する。また、以下の説明にお
いて、「前」、「後」、「左」、「右」とは、外枠Ａに対して中枠Ｂを閉じた状態におい
て、パチンコ機Ｐを正面(遊技者側)から見た状態を基準として指称する。
【実施例】
【００１６】
　実施例に係るパチンコ機Ｐの概略構成について、図１～図３を参照して説明する。パチ
ンコ機Ｐは、矩形枠状に形成されて遊技店に設けられた「島」とも称される設置枠台(図
示せず)に縦向きに設置される固定枠としての外枠Ａと、該外枠Ａに対して着脱および開
閉可能に枢支された本体枠としての中枠Ｂと、該中枠Ｂに着脱交換可能に取り付けられて
所要の遊技領域３０が画成される遊技盤Ｄと、ヒンジ機構を介して中枠Ｂの前面側に着脱
および開閉可能に枢支され、中枠Ｂに配設した遊技盤Ｄを透視保護する透明板２６(図１
参照)が配設される装飾枠としての前枠Ｃとを備えている。前記前枠Ｃには、前記透明板
２６が配設される部位の下方位置にパチンコ球を貯留可能な上球皿Ｅが組み付けられてお
り、前枠Ｃの開閉に合わせて該上球皿Ｅが一体的に開閉するようになっている。また、前
記中枠Ｂの前側における前記前枠Ｃの下方には、パチンコ球を貯留可能な下球皿Ｆを形成
した球皿部材２２が着脱および開閉可能に組み付けられている(図１)。そして、前記中枠
Ｂにおける球皿部材２２の右方位置には、操作ハンドルＧ１が設けられており、該操作ハ
ンドルＧ１を操作することで中枠Ｂに配設した打球発射装置Ｇ２が作動され、上球皿Ｅに
貯留されたパチンコ球を遊技盤Ｄの遊技領域３０に向けて打ち出すよう構成されている。
【００１７】
（中枠）
　前記中枠Ｂは、図３に示すように、上縁をなす上枠部材１０と、下縁をなし、スピーカ
２３、操作ハンドルＧ１および打球発射装置Ｇ２等が設置された下枠部材１１と、左側縁
をなす左枠部材１２と、右側縁をなす右枠部材１３とから構成されている。中枠Ｂは、上
下左右の枠部材１０,１１,１２,１３を組み付けた際に、全体が外枠Ａの開口に整合する
矩形枠状に形成される。そして、上下左右の枠部材１０,１１,１２,１３を組み付けた際
に前後に開口する開口部分に、遊技盤Ｄを中枠Ｂの前側から着脱可能に設置されており、
該開口部分が遊技盤保持部１４として機能する。そして中枠Ｂは、外枠Ａの左上端部およ
び左下端部に設けられたヒンジ部材２１を介して該外枠Ａに枢支され、該中枠Ｂは外枠Ａ
に対して左側端部を中心として開閉し得るようになっている。なお中枠Ｂは、前記上下左
右の枠部材１０,１１,１２,１３の全部または一部が一体成形されたものであってもよい
。
【００１８】
　図２および図３に示すように、左枠部材１２の開口内面側(遊技盤保持部１４側)には、
上下に離間する位置に、遊技盤Ｄの左側端部を回転および着脱可能に保持する回転保持具
１５,１５が複数(実施例では２つ)設けられている。また、上下の枠部材１０,１１におけ
る右端部(右枠部材１３側)には、固定位置および固定解除位置に回転可能な固定具１６,
１６が夫々設けられており、該固定具１６,１６により遊技盤Ｄの右側上下端部を中枠Ｂ
に固定し得るようになっている。従って遊技盤Ｄは、該遊技盤Ｄの左端部を前記回転保持
具１５,１５で保持させ、次いで該遊技盤Ｄの右端部の上下を前記固定具１６,１６で保持
することで、該遊技盤保持部１４に前側から収容保持される。
【００１９】
　図２に示すように、前記上枠部材１０の後側には、設置枠台等に設けられた外部球供給
設備(図示せず)から供給されるパチンコ球を貯留する球タンク１７が配設されると共に、
前記下枠部材１１の後側には、上下の球皿Ｅ,Ｆに連通する球供給路および設置枠台に設
けた球回収樋に連通する球排出路が夫々形成されたセット部材１８が配設されている。中
枠Ｂの裏側における左枠部材１２側に偏った位置には、前記球タンク１７とセット部材１
８とを連通接続する球通路ユニット１９が上下に架設され、該球通路ユニット１９に配設
された球払出装置２０の駆動により球タンク１７に供給されたパチンコ球を上下の球皿Ｅ
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,Ｆへ給出するよう構成されている。セット部材１８には、前記球払出装置２０を駆動制
御する払出制御装置１０４や、前記打球発射装置Ｇ２を駆動制御する発射制御装置１０３
等が配設されている。前記払出制御装置１０４は、遊技盤Ｄの裏側に配設される設置部材
(部材)４０(後述)の後側に取り付けられた主制御装置(電気機器)１００に中継基板(電気
部品)６０,６１,６２(後述)を介して電気的に接続されており、該主制御装置１００から
の制御信号に基づいて払出制御装置１０４が前記球払出装置２０を制御する。また前記発
射制御装置１０３も、前記主制御装置１００に電気的に接続されており、該主制御装置１
００からの制御信号に基づいて発射制御装置１０３が前記打球発射装置Ｇ２を制御する。
【００２０】
（前枠）
　前記前枠Ｃは、全体が合成樹脂成形されて、図１および図２に示すように、遊技盤Ｄの
遊技領域３０と同等の開口サイズの開口部２５が形成されると共に、該開口部２５に臨む
ように透明板２６が組み付けられる。前枠Ｃは、前記中枠Ｂの左側部に配置されたヒンジ
部材２８を介して該中枠Ｂに対して開閉自在に枢支されると共に、中枠Ｂに閉成した際に
遊技盤保持部１４に設置した遊技盤Ｄの遊技領域３０を開口部２５を介して前面側から視
認し得るよう構成される。そして、前記中枠Ｂに対して前枠Ｃを閉成した状態では、該前
枠Ｃの下部(上球皿Ｅの形成部位に対応する位置)が中枠Ｂの下枠部材１１に対向すると共
に、前記開口部２５の下縁が下枠部材１１より上方に位置するよう構成されて、前枠Ｃの
下部位置が前記遊技盤保持部１４に収容した遊技盤Ｄと前後の関係で重なるようになって
いる。なお、前記前枠Ｃにおける開口部２５の外周縁には、光透過性を有するランプカバ
ーの内側にＬＥＤ等の発光体を実装した発光体基板を内蔵した複数のランプ装置２７が配
設されている。これらランプ装置２７は、前記第３中継基板６２を介して後述する統括制
御装置(電気機器)１０１に電気的に接続され、該統括制御装置１０１の制御に基づいて点
灯・点滅したり発光色が変更するようになっている。
【００２１】
(遊技盤)
　前記遊技盤Ｄは、図４および図５に示すように、アクリルやポリカーボネート等の光透
過性の合成樹脂材やベニア等の木板を材質とし、前記中枠Ｂに設けた遊技盤保持部１４の
内縁形状に整合する外縁形成された略矩形の平板状に形成され、その前側に前記遊技領域
３０が設けられると共に後側に設置部材４０が配設されている。遊技盤Ｄの前側には、左
下部から右上部にかけて円弧状に延在する外レール３１と、この外レール３１の内側に中
央下部から左上部にかけて並べて配置された内レール３２と、外レール３１の右上部から
内レール３２の下部までの間に右方へ凹む湾曲形状に構成された盤面飾り部材３３等が配
設されており、両レール３１,３２および盤面飾り部材３３で囲まれた内側が前記遊技領
域３０として構成されている。これにより、前記打球発射装置Ｇ２から発射されたパチン
コ球は、外レール３１と内レール３２との間を通って遊技領域３０の左上部に打ち出され
、該遊技領域３０内を流下する。但し、前記内レール３２の延在長を大きく設定して、前
記外レール３１および該内レール３２で遊技領域３０を形成するようにしてもよい。
【００２２】
　前記遊技盤Ｄには、図５に示すように、中央に大きな貫通口２９が形成されて、前後に
開口する表示窓口３４Ａが形成された枠状装飾部材３４が、該貫通口２９の開口縁に配設
されている。そして、設置部材４０に着脱可能に配設された図柄表示装置Ｈ(後述)におけ
る図柄変動演出やその他表示演出が行われる表示部Ｈ１が、枠状装飾部材３４の表示窓口
３４Ａを介して前側から視認可能に構成されている。また遊技盤Ｄには、前記表示窓口３
４Ａの真下に第１始動入賞装置３５Ａおよび第２始動入賞装置３５Ｂが左右に隣接して配
設され、該表示窓口３４Ａの下方右側に特別入賞装置３６が配設される一方、該表示窓口
３４Ａの下方左側に３つの第１普通入賞口３７が左右に並んで配設されると共に、前記特
別入賞装置３６の右側に１つの第２普通入賞口３８が配設されている。図５に示すように
、前記設置部材４０には、前記始動入賞装置３５Ａ,３５Ｂに入賞したパチンコ球を検出
する球検知センサＳ１と、前記特別入賞装置３６に入賞したパチンコ球を検出する球検知
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センサ(図示せず)と、前記第１普通入賞口３７に入賞したパチンコ球を検出する球検知セ
ンサＳ２および前記第２普通入賞口３８に入賞したパチンコ球を検出する球検知センサＳ
３が配設されている。また設置部材４０には、前記特別入賞装置３６に隣接した部位に臨
むように磁気センサＳ４が配設されている。なお、前記球検知センサＳ１,Ｓ２,Ｓ３およ
び磁気センサＳ４を含む各センサは、後述する第２中継基板(第３の電気部品)６１を介し
て前記主制御装置１００に電気的に接続されている。
【００２３】
　前記主制御装置１００は、当該パチンコ機Ｐ全体の作動を制御するものであって、前記
第２中継基板６１を介して前記各球検知センサＳ１,Ｓ２,Ｓ３、磁気センサＳ４およびそ
の他のセンサ等と電気的に接続されると共に、前記第３中継基板６２を介して前記統括制
御装置１０１等の各種装置と電気的に接続されている。すなわち主制御装置１００は、始
動入賞装置３５Ａ,３５Ｂの球検知センサＳ１からの検出信号を受けると、大当たり抽選
を行なうと共に、前記統括制御装置１０１に制御信号を出力して前記図柄表示装置Ｈに図
柄変動演出を行なわせると共に、前記払出制御装置１０４に制御信号を出力して、前記球
払出装置２０に所定数の賞球を払い出させる。また前記主制御装置１００は、前記大当た
り抽選の結果として大当たりが発生し、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１に所定の図柄組合わ
せで図柄が停止表示されると、前記特別入賞装置３６の入賞口(図示せず)を開放させる。
更に主制御装置１００は、特別入賞装置３６の球検知センサからの検出信号を受けると、
前記払出制御装置１０４に制御信号を出力して前記球払出装置２０に所定数の賞球を払い
出させる。また前記主制御装置１００は、前記第１および第２普通入賞口３７,３８の球
検知センサＳ２,Ｓ３からの検出信号を受けると、前記払出制御装置１０４に制御信号を
出力して前記球払出装置２０に所定数の賞球を払い出させる。
【００２４】
(設置部材)
　前記設置部材４０は、図５に示すように、前方に開放する略矩形のバケット状に形成さ
れた合成樹脂製の部材であって、前側の開放端を遊技盤Ｄの後面に突き合わせて該遊技盤
Ｄに取り付けられている。設置部材４０は、遊技盤Ｄに対向して該遊技盤Ｄの後面を構成
する設置板部４１と、この設置板部４１の周縁から前方へ延出形成された外周板部４２と
、この外周板部４２の前端から外方に向けて屈曲形成された縁板部４３等とを備えている
。設置部材４０は、外周板部４２で囲われて遊技盤Ｄ側に開放する前部開口が矩形状に形
成されると共に、縁板部４３の外周縁が、遊技盤Ｄの外周縁より一回り小さい形状および
大きさで形成されている。このような設置部材４０は、縁板部４３を遊技盤Ｄに当接して
該遊技盤Ｄの後面にネジ止め固定され、設置板部４１が遊技盤Ｄの後面から離間配置され
て該設置板部４１と遊技盤Ｄとの間に、後述する第１～第３の可動演出装置(電気機器)４
６,４７,４８(図４参照)や、電飾部材および装飾部材等の配設を可能とする空間を画成す
る。
【００２５】
　前記設置部材４０の設置板部４１は、図５に示すように、略中央に四角形状の表示開口
４５が前後に貫通形成されており、ここでは表示開口４５の上側を上板部４１Ａと指称し
、表示開口４５の右側(図５では左側)を右板部４１Ｂと指称し、表示開口４５の左側(図
５では右側)を左板部４１Ｃと指称すると共に、表示開口４５の下側を下板部４１Ｄと指
称する。設置板部４１の後側には、前記図柄表示装置Ｈを固定するための取付部(図示せ
ず)が設けられ、表示部Ｈ１を表示開口４５に臨ませた状態で着脱可能に取り付けられる(
図５では、図柄表示装置Ｈは図示省略してある)。この図柄表示装置Ｈは、各種図柄を表
示可能な液晶パネルが収容ケースに収容されたユニット部材であって、図２に示すように
、該収容ケースの後面には、該図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１の表示制御を行なう表示制御
装置１０２と、当該パチンコ機Ｐの遊技演出を統括的に制御する前記統括制御装置１０１
が配設される。統括制御装置１０１には、前記第３中継基板６２を介して前記図柄表示装
置Ｈ、ランプ装置２７およびスピーカ２３等が電気的に接続されており、該統括制御装置
１０１から出力される制御信号に基づいて各装置が作動制御される。また統括制御装置１
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０１には、第３中継基板６２を介して設置板部４１の前側に配設された前記第１～第３の
可動演出装置４６,４７,４８が電気的に接続されており、該統括制御装置１０１から出力
される制御信号に基づいて各可動演出装置４６,４７,４８の作動が制御される。
【００２６】
　前記設置板部４１における上板部４１Ａの前面には、前記第１可動演出装置４６が設置
され、右板部４１Ｂの前面には前記第２可動演出装置４７が設置されると共に、左板部４
１Ｃの前面には前記第３可動演出装置４８が設置されている。第１可動演出装置４６は、
前記表示開口４５の上部に臨んで図柄表示装置Ｈの前側上方に位置し、該図柄表示装置Ｈ
の表示部Ｈ１での演出に連動して該表示部Ｈ１の前側へ可動部材を昇降させ得るようにな
っている。第２可動演出装置４７は、前記表示開口４５の右部に位置して、図柄表示装置
Ｈの表示部Ｈ１での演出に連動して該表示部Ｈ１の前側へ可動部材を進退させ得るように
なっていると共に、第３可動演出装置４８は、前記表示開口４５の左部に位置して、図柄
表示装置Ｈの表示部Ｈ１での演出に連動して該表示部Ｈ１の前側へ可動部材を進退させ得
るようになっている(図４)。これら第１～第３可動演出装置４６,４７,４８には、モータ
を備えた駆動装置、ＬＥＤ等を備えた電飾装置、検出部を備えたセンサ装置等の各種電気
部品が配設され、該電気部品は前記第３中継基板６２を介して統括制御装置１０１に電気
的に接続されている。
【００２７】
　また前記設置部材４０は、図５および図６に示すように、設置板部４１における下板部
４１Ｄの後側に、後述する３つの中継基板保持部５０,５１,５２が形成されている。なお
、以下の説明において、右側(図５では左側)に位置する中継基板保持部を第１中継基板保
持部５０とし、左側(図５では右側)に位置する中継基板保持部を第２中継基板保持部５１
と指称すると共に、中央に位置する中継基板保持部を第３中継基板保持部５２と指称する
。第１中継基板保持部５０には第１中継基板６０が保持され、第２中継基板保持部５１に
は第２中継基板６１が保持されると共に、第３中継基板保持部５２には第３中継基板６２
が保持される。また、前記下板部４１Ｄの後側には、前記主制御装置１００が取り付けら
れる制御装置取付部材４９(図２参照)が着脱自在に配設されており、該制御装置取付部材
４９で各中継基板保持部５０,５１,５２の後方が覆われている。
【００２８】
　更に、前記設置部材４０には、図５に示すように、左板部４１Ｃの後側に、上下に延在
するハーネス配設部５３が形成されている。このハーネス配設部５３は、前記上板部４１
Ａの前側に配設された前記第１可動演出装置４６と前記第３中継基板６２に配設したハー
ネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄとに接続される第１ハーネスＷＨ１および第２ハーネスＷＨ
２等を配設するためのもので、左板部４１Ｃの裏面から陥凹して上下方向に長く、かつ上
下方向の中途で屈曲した溝状部である。そして、ハーネス配設部５３の後端縁部には、左
板部４１Ｃの裏面に沿う方向において該ハーネス配設部５３の短手方向へ延出したハーネ
ス係止片５４が、上下方向へ所要間隔毎に複数設けられている。従って、第１ハーネスＷ
Ｈ１および第２ハーネスＷＨ２等は、ハーネス配設部５３へ押し込んで各ハーネス係止片
５４に係止させることで、該ハーネス配設部５３に安定的に保持される。
【００２９】
　なお、図５に示すように、前記始動入賞装置３５Ａ,３５Ｂに入賞したパチンコ球を検
出する前記球検知センサＳ１は、前記外周板部４２の下側板部４２Ａにおいて、該始動入
賞装置３５Ａ,３５Ｂに入賞したパチンコ球を通出する通出路に整合する部位に配設され
ている。また、前記第１普通入賞口３７に入賞したパチンコ球を検出する前記球検知セン
サＳ３は、前記外周板部４２の下側板部４２Ａにおいて、該第１普通入賞口３７に入賞し
たパチンコ球を通出する通出路に整合する部位に配設されると共に、前記第２普通入賞口
３８に入賞したパチンコ球を検出する前記球検知センサＳ４は、前記外周板部４２の右側
板部４２Ｂにおいて、該第２普通入賞口３８に入賞したパチンコ球を通出する通出路に整
合する部位にされている。また、前記磁気センサＳ４は、前記外周板部４２の右側板部４
２Ｂにおいて、前記特別入賞装置３６および第２普通入賞口３８の上方に臨むように配設
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され(図９参照)、磁石を使用した不正行為を検知するために供される。
【００３０】
〔第１中継基板保持部〕
　前記第１中継基板保持部５０は、図５に示すように、矩形状に形成された第１中継基板
６０の外縁形状に合致する内縁形状に形成されて後方へ開口する矩形の枠状部５０Ａと、
前記枠状部５０Ａの内壁面に形成されてい第１中継基板６０を裏側から支持する支持部(
図示せず)と、枠状部５０Ａの上縁部両端に形成されて下方へ突出した２つの係止爪５０
Ｂ,５０Ｂと、該枠状部５０Ａの下縁部中央に形成されて後方へ突出した１つの係止フッ
ク５０Ｃとを備える。前記係止フック５０Ｃは、第１中継基板６０の下縁部に係止する爪
部が先端側において上方へ形成されると共に、先端側が下方へ変位するように弾性変形が
可能となっている。従って第１中継基板６０は、その上縁部を前記各係止爪５０Ｂ,５０
Ｂの前側へ差し込むと共に下縁部を前方へ押すことで、前記係止フック５０Ｃの弾性変形
により枠状部５０Ａの内側にセットされる。そして、前記各係止爪５０Ｂが第２中継基板
６１の上縁部に後方から係止すると共に、係止フック５０Ｃが第２中継基板６１の下縁部
に後方から係止することで、第１中継基板６０は第１中継基板保持部５０に着脱可能に係
止保持される。
【００３１】
　前記第１中継基板６０は、図示しない電源装置に接続される電源中継基板であって、前
記主制御装置１００からのハーネス(図示省略)が接続されるハーネス接続端子６０Ａや統
括制御装置１０１からのハーネス(図示省略)が接続されるハーネス接続端子６０Ｂ等を備
えている。すなわち、前記主制御装置１００および統括制御装置１０１に対しては、第１
中継基板６０を介して電源の供給が図られる。
【００３２】
〔第２中継基板保持部〕
　前記第２中継基板保持部５１は、図５に示すように、矩形状に形成された第２中継基板
６１の外縁形状に合致する内縁形状に形成されて後方へ開口する矩形の枠状部５１Ａと、
前記枠状部５１Ａの内壁面に形成されて第２中継基板６１を裏側から支持する支持部(図
示せず)と、枠状部５１Ａの下縁部両端に配設されて下方へ突出した２つの係止爪５１Ｂ,
５１Ｂと、該枠状部５１Ａの上縁部中央に配設されて後方へ突出した１つの係止フック５
１Ｃとを備える。係止フック５１Ｃは、第２中継基板６１の上縁部に係止する爪部が先端
側において下方へ突設されると共に、先端側が上方へ変位するように弾性変形が可能とな
っている。従って第２中継基板６１は、その下縁部を前記各係止爪５１Ｂ,５１Ｂの前側
へ差し込むと共に上縁部を前方へ押すことで、前記係止フック５１Ｃの弾性変形により枠
状部５１Ａの内側にセットされる。そして、前記各係止爪５１Ｂが第２中継基板６１の下
縁部に後方から係止すると共に、係止フック５１Ｃが第２中継基板６１の上縁部に後方か
ら係止することで、第２中継基板６１は第２中継基板保持部５１に着脱可能に係止保持さ
れる。
【００３３】
　前記第２中継基板６１には、前記始動入賞装置３５Ａ,３５Ｂに入賞したパチンコ球を
検出する前記球検知センサＳ１からの第１１ハーネスＷＨ１１が接続されるハーネス接続
端子６１Ａや、前記第１普通入賞口３７に入賞したパチンコ球を検出する前記球検知セン
サＳ２からの第１２ハーネスＷＨ１２が接続されるハーネス接続端子６１Ｂや、前記第２
普通入賞口３８に入賞したパチンコ球を検出する前記球検知センサＳ３からの第１３ハー
ネス(別のハーネス)ＷＨ１３が接続されるハーネス接続端子６１Ｃが配設されている。ま
た第２中継基板６１には、前記磁気センサＳ４からの第１４ハーネス(別のハーネス)ＷＨ
１４が接続されるハーネス接続端子６１Ｄや、特別入賞装置３６に入賞したパチンコ球を
検出する図示省略した球検知センサからのハーネスが接続されるセンサハーネス６１Ｅ等
も配設されている。そして第２中継基板６１には、前記主制御装置１００からのハーネス
(図示省略)が接続されるハーネス接続端子６１Ｆが配設されている。従って、設置部材４
０に配設された各球検知センサＳ１,Ｓ２,Ｓ３、前記磁気センサＳ４およびこれ以外の各
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種センサからの信号は、第２中継基板６１を介して主制御装置１００に入力される。
【００３４】
〔第３中継基板保持部〕
　第３中継基板保持部５２は、図５および図６に示すように、矩形状に形成された第３中
継基板６２の外縁形状に合致する内縁形状に形成されて後方へ開口する矩形の枠状部５２
Ａと、この枠状部５２Ａの内壁面に形成されて第３中継基板６２を裏側から支持する支持
部５２Ｂと、枠状部５２Ａの上縁部において左右に離間して配設されて下方へ突出した２
つの係止爪５２Ｃ,５２Ｃと、該枠状部５２Ａの下縁部において左右に離間して配設され
て後方へ突出した２つの係止フック５２Ｄ,５２Ｄとを備える。各係止フック５２Ｄは、
第１中継基板６０の下縁部に係止する爪部が先端側において上方へ突設されると共に、先
端側が下方へ変位するように弾性変形が可能となっている。従って第３中継基板６２は、
その上縁部を前記各係止爪５２Ｃ,５２Ｃの前側へ差し込むと共に下縁部を前方へ押すこ
とで、前記各係止フック５２Ｄの弾性変形により枠状部５２Ａの内側にセットされる。そ
して、前記各係止爪５２Ｃが第１中継基板６０の上縁部に後方から係止すると共に、各係
止フック５２Ｄが第３中継基板６２の下縁部に後方から係止することで、第３中継基板６
２は第３中継基板保持部５２に着脱可能に係止保持される。
【００３５】
　前記第３中継基板６２には、図５および図６に示すように、前記主制御装置１００から
のハーネス、前記統括制御装置１０１からのハーネス、前記表示制御装置１０２からのハ
ーネス、前記第１～第３可動演出装置４６,４７,４８からのハーネス等が多数接続される
(図５および図６では、多数のハーネスにより図面が煩雑なることを避けるため、一部の
ハーネスのみを図示してある)。すなわち第３中継基板６２には、主制御装置１００から
のハーネス(図示省略)が接続されるハーネス接続端子６２Ａや、統括制御装置１０１から
のハーネス(図示省略)が接続されるハーネス接続端子６２Ｂや、表示制御装置１０２から
のハーネス(図示省略)が接続されるハーネス接続端子６２Ｐが配設されている。また第３
中継基板６２には、第１可動演出装置４６からの前記第１ハーネスＷＨ１が接続されるハ
ーネス接続端子６２Ｃおよび前記第２ハーネスＷＨ２が接続されるハーネス接続端子６２
Ｄ、前記第２可動演出装置４７からの第３～第６ハーネスＷＨ３ＷＨ４,ＷＨ５,ＷＨ６が
夫々接続されるハーネス接続端子６２Ｅ,６２Ｆ,６２Ｇ,６２Ｈが配設されている。また
第３中継基板６２には、前記第３可動演出装置４８からの第７～第１０ハーネスＷＨ７,
ＷＨ８,ＷＨ９,ＷＨ１０が夫々接続されるハーネス接続端子６２Ｉ,６２Ｊ,６２Ｋ,６２
Ｌが配設されている。更に第３中継基板６２には、その他の電気部品からのハーネスが接
続されるハーネス接続端子６２Ｍ,６２Ｎ等も配設されている。
【００３６】
　そして第３中継基板６２では、図６および図７に示すように、該第３中継基板６２に配
設された各ハーネス接続端子が、第３中継基板６２の板面６３から突出すると共に、互い
に隣接して相対する位置関係で配設された２つのハーネス接続端子が組をなしており、組
をなす両ハーネス接続端子の間に画成された空間ＳＰに、別のハーネスを通して配線する
よう構成されている。すなわち、前記第１可動演出装置４６からの第１ハーネスＷＨ１が
接続されるハーネス接続端子６２Ｃおよび第２ハーネスＷＨ２が接続されるハーネス接続
端子６２Ｄが、上下方向において相対する位置関係で組をなすように配設されている。ま
た、前記第２可動演出装置４７からの第３ハーネスＷＨ３が接続されるハーネス接続端子
６２Ｅおよび第４ハーネスＷＨ４が接続されるハーネス接続端子６２Ｆが、上下方向にお
いて相対する位置関係で組をなすように配設されていると共に、第５ハーネスＷＨ５が接
続されるハーネス接続端子６２Ｇおよび第６ハーネスＷＨ６が接続されるハーネス接続端
子６２Ｈが、上下方向において相対する位置関係で組をなすように配設されている。また
、前記第３可動演出装置４８からの第７ハーネスＷＨ７が接続されるハーネス接続端子６
２Ｉおよび第８ハーネスＷＨ８が接続されるハーネス接続端子６２Ｊが、上下方向におい
て相対する位置関係で組をなすように配設されていると共に、第９ハーネスＷＨ９が接続
されるハーネス接続端子６２Ｋおよび第１０ハーネスＷＨ１０が接続されるハーネス接続
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端子６２Ｌが、上下方向において相対する位置関係で組をなすように配設されている。更
に、前記主制御装置１００からのハーネスが接続されるハーネス接続端子６２Ａと、前記
統括制御装置１０１からのハーネスが接続されるハーネス接続端子６２Ｂとが、上下方向
において相対する位置関係で組をなすように配設されている。更にまた、ハーネス接続端
子６２Ｍ,６２Ｎが、上下方向において相対する位置関係で組をなすように配設されてい
る。なお、ハーネス接続端子６２Ａ～６２Ｎは、形状、サイズや端子ピンの配列数が異な
るだけである。
【００３７】
　前記ハーネス接続端子６２Ｃおよび６２Ｄは、何れも複数の端子ピンが列をなすように
配列された長方形のボックス型端子であり、その長手方向が左右水平となる向きで、かつ
上下に相対する関係で第３中継基板６２の板面６３から突出した状態に配設されている。
両ハーネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄは、長手方向の寸法および突出高さが略同じである。
そして、両ハーネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄは、例えば該ハーネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄ
の短手方向の寸法よりやや大きい間隔をおいて上下に離間しており、両ハーネス接続端子
６２Ｃ,６２Ｄの間に空間ＳＰが画成されている。
【００３８】
　図６および図７において符号６４は、ハーネスＷＨ１,ＷＨ２の端部に配設されて対応
のハーネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄに差込まれる差込み端子側に設けられたフックである
。このフック６４は、ハーネスＷＨ１,ＷＨ２の差込み端子を対応のハーネス接続端子６
２Ｃ,６２Ｄに差込んだ際に、該ハーネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄに係止して、差込み端子
の抜け止めを図るようになっている。そしてフック６４は、差込み端子の基端側(ハーネ
ス側)が指掛部となっていて、この指掛部がハーネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄの外面から外
方へ突出している。組をなす両ハーネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄは、何れもフック６４が
係止される部分が上側となる向きで第３中継基板６２に配設されており、下側に位置する
ハーネス接続端子６２Ｄに係止されるハーネスＷＨ２のフック６４は、板面６３から離間
した部分で空間ＳＰ側へ突出している。なお、ハーネス接続端子６２Ａ,６２Ｂ,６２Ｅ～
６２Ｎに差込まれる差込み端子のフック６４についても、前記ハーネス接続端子６２Ｃ,
６２Ｄに差込まれる差込み端子のフック６４と同じ形態となっている。
【００３９】
　そして、両ハーネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄ間の空間ＳＰには、両ハーネス接続端子６
２Ｃ,６２Ｄに各々接続される第１可動演出装置４６からの第１および第２ハーネスＷＨ
１,ＷＨ２とは別のハーネス、すなわち両ハーネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄの近傍を通過し
て配線されるハーネスが通して配設される。具体的には、前記第３可動演出装置４８から
の第７～第１０ハーネスＷＨ７,ＷＨ８,ＷＨ９,ＷＨ１０や、前記磁気センサＳ４からの
第１４ハーネスＷＨ１４が、前記空間ＳＰに通して配設される。また、組をなす前記ハー
ネス接続端子６２Ｅ,６２Ｆ間の空間ＳＰには、両ハーネス接続端子６２Ｅ,６２Ｆに各々
接続される第２可動演出装置４７からの第３および第４ハーネスＷＨ３,ＷＨ４とは別の
ハーネス、すなわち該第２可動演出装置４７からのハーネス第５および第６ハーネスＷＨ
５,ＷＨ６や、前記第２普通入賞口３８に対応する前記球検知センサＳ３からの第１３ハ
ーネスＷＨ１３が通して配設される。
【００４０】
　また、組をなす両ハーネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄに接続された第１および第２ハーネ
スＷＨ１,ＷＨ２は、図６～図８に示すように、一方のハーネス接続端子に接続されたハ
ーネスが、他方のハーネス接続端子の配設側へ屈曲するように構成されている。すなわち
、ハーネス接続端子６２Ｃに接続された第１ハーネスＷＨ１は、ハーネス接続端子６２Ｄ
に接続された第２ハーネスＷＨ２は、前記空間ＳＰの上方へ迫り出すように延出した状態
で配線されて該空間ＳＰを覆うようになっている。従って、前記ハーネス接続端子６２Ｃ
,６２Ｄ間の空間ＳＰ内に通して配線した前記第７～第１０ハーネスＷＨ７,ＷＨ８,ＷＨ
９,ＷＨ１０および第１４ハーネスＷＨ１４は、両ハーネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄに接続
された各ハーネスＷＨ１,ＷＨ２により、該空間ＳＰ内に保持されると共に該空間ＳＰか
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ら離脱し難くなっている。また、組をなすハーネス接続端子６２Ｅ,６２Ｆに接続された
第３および第４ハーネスＷＨ３,ＷＨ４、組をなすハーネス接続端子６２Ｇ,６２Ｈに接続
された第５および第６ハーネスＷＨ６,ＷＨ６、組をなすハーネス接続端子６２Ｉ,６２Ｊ
に接続された第７および第８ハーネスＷＨ７,ＷＨ８、組をなすハーネス接続端子６２Ｌ,
６２Ｍに接続された第９および第１０ハーネスＷＨ９,ＷＨ１０も、一方のハーネス接続
端子に接続されたハーネスが、他方のハーネス接続端子の配設側へ屈曲するように構成さ
れている。
【００４１】
　更に、前記第３中継基板６２は、図６および図８に示すように、組をなす前記ハーネス
接続端子６２Ｃ,６２Ｄと、組をなすハーネス接続端子６２Ｉ,６２Ｊと、組をなすハーネ
ス接続端子６２Ｋ,６２Ｌとが横方向に並んで配設されており、各組をなすハーネス接続
端子間の空間ＳＰが横方向へ略直列状に位置している。従って、第３可動演出装置４８か
らの第９および第１０ハーネス接続端子ＷＨ９,ＷＨ１０は、組をなすハーネス接続端子
６２Ｉ,６２Ｊ間の空間ＳＰおよび組をなすハーネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄ間の空間ＳＰ
を順次通して配線されている。また、前記磁気センサＳ４からの第１４ハーネスＷＨ１４
は、組をなすハーネス接続端子６２Ｋ,６２Ｌ間の空間ＳＰ、組をなすハーネス接続端子
６２Ｉ,６２Ｊ間の空間ＳＰおよび組をなすハーネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄ間の空間ＳＰ
を順次通して配線されている。
【００４２】
　一方、組をなす前記ハーネス接続端子６２Ｇ,６２Ｈと、組をなすハーネス接続端子６
２Ｅ,６２Ｆと、組をなすハーネス接続端子６２Ａ,６２Ｂと、組をなすハーネス接続端子
６２Ｍ,６２Ｎとが横方向に並んで配設されており、各組をなすハーネス接続端子間の空
間ＳＰが横方向へ略直列状に位置している。従って、第２可動演出装置４７からの第３お
よび第４ハーネス接続端子ＷＨ３,ＷＨ４は、組をなすハーネス接続端子６２Ａ,６２Ｂ間
の空間ＳＰおよび組をなすハーネス接続端子６２Ｍ,６２Ｎ間の空間ＳＰを順次通して配
線されている。また、第２可動演出装置４７からの第５および第６ハーネス接続端子ＷＨ
５,ＷＨ６は、組をなすハーネス接続端子６２Ｅ,６２Ｆ間の空間ＳＰ、組をなすハーネス
接続端子６２Ａ,６２Ｂ間の空間ＳＰおよび組をなすハーネス接続端子６２Ｍ,６２Ｎ間の
空間ＳＰを順次通して配線されている。更に、前記第２普通入賞口３８に対応する球検知
センサＳ３からの第１３ハーネスＷＨ１３は、組をなすハーネス接続端子６２Ｍ,６２Ｎ
間の空間ＳＰ、組をなすハーネス接続端子６２Ａ,６２Ｂ間の空間ＳＰ、組をなすハーネ
ス接続端子６２Ｅ,６２Ｆ間の空間ＳＰおよび組をなすハーネス接続端子６２Ｇ,６２Ｈ間
の空間ＳＰを順次通して配線されている。
【００４３】
　更に、図９に示すように、前記第３中継基板６２は、前記磁気センサＳ４からの第１４
ハーネスＷＨ１４の一端が該磁気センサＳ４に接続される位置と、該第１４ハーネスＷＨ
１４の他端が前記第２中継基板６１のハーネス接続端子６１Ｄに接続される位置とを結ぶ
直線ＳＬに対して、該第３中継基板６２の板面６３が、ハーネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄ
等の突出側である後側へずれて位置するように第３中継基板保持部５２に保持されている
。従って、磁気センサＳ４からの第１４ハーネスＷＨ１４を、第２中継基板６１のハーネ
ス接続端子６１Ｄに接続すると、第１４ハーネスＷＨ１４における第３中継基板６２の板
面６３を通る部分が該板面６３側に引き寄せされるようになっており、これにより第１４
ハーネスＷＨ１４が、ハーネス接続端子６２Ｋ,６２Ｌ間の空間ＳＰ、ハーネス接続端子
６２Ｉ,６２Ｊ間の空間ＳＰ、ハーネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄ間の空間ＳＰから離脱し難
くなっている。同様に、図示しないが、球検知センサＳ３からの第１３ハーネスＷＨ１３
を、第２中継基板６１のハーネス接続端子６１Ｂに接続すると、該第１３ハーネスＷＨ１
３における第３中継基板６２の板面６３を通る部分が該板面６３側に引き寄せされるよう
になっており、これにより第１３ハーネスＷＨ１３が、ハーネス接続端子６２Ｍ,６２Ｎ
間の空間ＳＰ、ハーネス接続端子６２Ａ,６２Ｂ間の空間ＳＰ、ハーネス接続端子６２Ｅ,
６２Ｆ間の空間ＳＰおよびハーネス接続端子６２Ｇ,６２Ｈ間の空間ＳＰから離脱し難く
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なっている。
【００４４】
　従って、前述のように構成された実施例のハーネス配設構造によれば、第３中継基板６
２の板面６３に設けられた各ハーネス接続端子において、ハーネス接続端子６２Ａとハー
ネス接続端子６２Ｂ、ハーネス接続端子６２Ｃとハーネス接続端子６２Ｄ、ハーネス接続
端子６２Ｅとハーネス接続端子６２Ｆ、ハーネス接続端子６２Ｇとハーネス接続端子６２
Ｈ、ハーネス接続端子６２Ｉとハーネス接続端子６２Ｊ、ハーネス接続端子６２Ｋとハー
ネス接続端子６２Ｌ、ハーネス接続端子６２Ｍとハーネス接続端子６２Ｎの各々が、第３
中継基板６２の板面６３から突出すると共に相対する位置関係で組をなしている。従って
、例えばハーネス接続端子６２Ｃおよびハーネス接続端子６２Ｄと接続される第１ハーネ
スＷＨ１および第２ハーネスＷＨ２とは別のハーネスである第７ハーネスＷＨ７、第８ハ
ーネスＷＨ８、第９ハーネスＷＨ９、第１０ハーネスＷＨ１０および第１４ハーネスＷＨ
１４は、該両ハーネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄの間に画成された空間ＳＰに通して配線す
るだけで該ハーネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄにより適切に保持される。しかも、組をなす
一方のハーネス接続端子６２Ｃに接続された第１ハーネスＷＨ１は、他方のハーネス接続
端子６２Ｄ側に曲げて空間ＳＰを覆うように配線されると共に、他方のハーネス接続端子
６２Ｄに接続される第２ハーネスＷＨ２は一方のハーネス接続端子６２Ｃ側に曲げて該空
間ＳＰを覆うように配設されるので、前記第７～第１０および第１４ハーネスＷＨ７,Ｗ
Ｈ８,ＷＨ９,ＷＨ１０,ＷＨ１４は、第１および第２ハーネスＷＨ１,ＷＨ２により当該空
間ＳＰから離脱することにく空間ＳＰ内に適切に保持される。
【００４５】
　また、前記第１４ハーネスＷＨ１４が、直列状に配列された組をなすハーネス接続端子
６２Ｃ,６２Ｄ、組をなすハーネス接続端子６２Ｉ,６２Ｊおよび組をなすハーネス接続端
子６２Ｋ,６２Ｌの各空間ＳＰを通して配設されるので、該第１４ハーネスＷＨ１４はそ
の長さ方向の幅広い部分が適切に保持されるようになり、当該第１４ハーネスＷＨ１４は
、第３中継基板６２を通る部分が適切に保持される。同様に、前記第１３ハーネスＷＨ１
３が、直列状に配列された組をなすハーネス接続端子６２Ｇ,６２Ｈ、組をなすハーネス
接続端子６２Ｅ,６２Ｆ、組をなすハーネス接続端子６２Ａ,６２Ｂおよび組をなすハーネ
ス接続端子６２Ｍ,６２Ｍの各空間ＳＰを通して配設されるので、該第１３ハーネスＷＨ
１３はその長さ方向の幅広い部分が適切に保持されるようになり、当該第１３ハーネスＷ
Ｈ１３は、第３中継基板６２を通る部分が適切に保持される。従って、少なくとも第３中
継基板６２の周辺では、前記第１３ハーネスＷＨ１３および第１４ハーネスＷＨ１４を保
持するハーネス保持片を設ける必要がなく、設置部材４０を成形する成形型の型構造が簡
単となり、該設置部材４０の製造コストを抑えることが可能となる。しかも、組をなす各
ハーネス接続端子は、第３中継基板６２の板面６３から後側に突出していて、各空間ＳＰ
が後側へ開放しているため、該空間ＳＰに対して前記第１３ハーネスＷＨ１３および第１
４ハーネスＷＨ１４を通し易く、該第１３ハーネスＷＨ１３および第１４ハーネスＷＨ１
４の配線作業を簡易に行なうことができ、組立作業者の負担が軽減される。
【００４６】
　また、前記第１３ハーネスＷＨ１３および第１４ハーネスＷＨ１４は、第１～第３中継
基板６０,６１,６２を第１～第３中継基板保持部５０,５１,５２に夫々保持させた後に配
線するようになるため、該第１３ハーネスＷＨ１３および第１４ハーネスＷＨ１４を第１
～第３中継基板６０,６１,６２と第１～第３中継基板保持部５０,５１,５２との間に噛み
込むことがない。これにより、第１～第３中継基板６０,６１,６２により、前記第１２ハ
ーネスＷＨ１２および第１４ハーネスＷＨ１４を断線させる不都合が発生しない。
【００４７】
　更に、前記第３中継基板６２は、前記第１３ハーネスＷＨ１３および第１４ハーネスＷ
Ｈ１４の一端の接続位置および他端の接続位置よりも該第３中継基板６２に配設したハー
ネス接続端子の突出方向へずれて位置しているので、前記第１３ハーネスＷＨ１３および
第１４ハーネスＷＨ１４は第３中継基板６２の板面６３側に引き寄せられた状態で配設さ
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れるから、該前記第１３ハーネスＷＨ１３および第１４ハーネスＷＨ１４は第３中継基板
６２のハーネス接続端子で適切に保持される。
【００４８】
　更にまた、前記組をなす各ハーネス接続端子６２Ａ,６２Ｂ／６２Ｃ,６２Ｄ／６２Ｅ,
６２Ｆ／６２Ｇ,６２Ｈ／６２Ｉ,６２Ｊ／６２Ｋ,６２Ｌ／６２Ｍ,６２Ｎでは、両ハーネ
ス接続端子における一方のハーネス接続端子に接続される差込み端子に設けたフック６４
が、両ハーネス接続端子間の空間ＳＰ側へ突出しているため、該空間ＳＰを通して配線し
たハーネスは該フック６４に引っ掛かって該空間ＳＰから離脱し難くなっている。すなわ
ち、前記フック６４によっても、空間ＳＰに通して配設したハーネスを保持することがで
きる。なお、両ハーネス接続端子における他方のハーネス接続端子に接続される差込み端
子に設けたフック６４は、両ハーネス接続端子間の空間ＳＰとは反対側へ突出している。
従って、例えば組をなす両ハーネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄの各々に接続されたハーネス
ＷＨ１,ＷＨ２を各ハーネス接続端子６２Ｃ,６２Ｄから取り外す場合には、先ずフック６
４を操作し易いハーネス接続端子６２Ｃに接続された差込み端子から外し、該ハーネス接
続端子６２Ｃを外して空間ＳＰ側へ屈曲したハーネスＷＨ１を取り除いた後に、ハーネス
接続端子６２Ｄに接続された差込み端子を外すようにすれば、各ハーネスＷＨ１,ＷＨ２
の取り外し作業が容易である。
【００４９】
〔変更例〕
　本発明に係る遊技機のハーネス配設構造は、実施例のものに限らず種々の変更が可能で
ある。
（１）ハーネスを保持する電気部品は、実施例に示した第３中継基板６２に限らず、前記
第１中継基板６１または第２中継基板６２や、これ以外の中継基板であってもよい。また
電気部品は、設置部材４０に配設された中継基板に限定されず、中枠Ｂや前枠Ｃ等に配設
された中継基板であってもよい。更に電気部品は、中継基板に限定されず、パチンコ機Ｐ
を構成する部材においてハーネスを備えた部材であってもよい。
（２）実施例では、組をなす両ハーネス接続端子において、一方のハーネス接続端子に接
続されるハーネスを他方のハーネス接続端子側に屈曲するように構成すると共に、他方の
ハーネス接続端子に接続されるハーネスを一方のハーネス接続端子側に屈曲するように構
成したが、２つのハーネスのうちの何れか一方のハーネスだけを屈曲するように構成して
もよい。この場合でも、屈曲させたハーネスにより、空間を通して配線した別のハーネス
を該空間内に適切に保持することがである。
（３）組をなすハーネス接続端子は、第１～第３可動演出装置４６,４７,４８や、主制御
装置１００および統括制御装置１０１からのハーネスが接続されるものに限らず、当該パ
チンコ機Ｐに装備された全ての電気部品からのハーネスが接続されるものが対象とされる
。
（４）組をなすハーネス接続端子は、実施例で例示した上下に相対する位置関係のものに
限定されず、例えば図１０に示すように左右に相対する位置関係であってもよいし、また
図示省略するが、前後に相対する位置関係や、上下、左右、前後以外の斜め方向に相対す
る位置関係のものであってもよい。
（５）組をなすハーネス接続端子は、同一の電気機器からのハーネスが夫々接続されて相
対する位置関係のるものを組としてもよいし、別の電気機器からのハーネスが接続されて
相対する位置関係のものを組としてもよい。
（６）実施例では、別のハーネスとして球検知センサＳ３および磁気センサＳ４からのハ
ーネスを例示したが、この別のハーネスは、組をなす両ハーネス接続端子に接続されずに
通過するように配設される全てのハーネスを対象とする。
（７）実施例では、組をなす両ハーネス接続端子が、フック６４が同じ向き(上向き)とな
る姿勢で第３中継基板６２に配設した形態を例示したが、両ハーネス接続端子は、夫々の
フックが互いに相対する向きとなる姿勢で第３中継基板６２に配設したものでもよい。こ
の場合は、組をなす両ハーネス接続端子に接続したハーネスの各フック６４が互いに空間
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ＳＰへ突出するので、各フック６４により空間ＳＰに通した別のハーネスを該空間ＳＰへ
更に保持し易くなる。
（８）実施例では、遊技機としてのパチンコ機のハーネス配設構造を示したが、遊技機は
パチンコ機に限られるものではなく、アレンジボール機等であってもよい。
【符号の説明】
【００５０】
４０ 設置部材(部材)，４６ 第１可動延出装置(電気機器)
４７ 第２可動延出装置(電気機器)，４８ 第３可動延出装置(電気機器)
６１ 第２中継基板(第３の電気部品)，６２ 第３中継基板(電気部品)
６２Ａ～６２Ｎ ハーネス接続端子，６３ 板面，１００ 主制御装置(電気機器)
１０１ 統括制御装置(電気機器)，Ｓ２,Ｓ４ 球検出スイッチ(第２の電気部品)
ＳＬ 直線，ＳＰ 空間，ＷＨ１ 第１ハーネス，ＷＨ２ 第２ハーネス
ＷＨ３ 第３ハーネス，ＷＨ４ 第４ハーネス，ＷＨ５ 第５ハーネス
ＷＨ６ 第６ハーネス，ＷＨ７ 第７ハーネス，ＷＨ８ 第８ハーネス
ＷＨ９ 第９ハーネス，ＷＨ１０ 第１０ハーネス
ＷＨ１２ 第１２ハーネス(別のハーネス)，ＷＨ１４ 第１４ハーネス(別のハーネス)

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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